
１　会長あいさつ

２　農業委員会の取り組み・・・農地の管理は適切に！

５　農機具の盗難にご注意ください！

３　農地の相続はお済みですか・・・相続手続きの義務化について

５　農業者年金で老後の備えと安心を！

４　農業新聞を購読しませんか？

　　　【発行・お問い合わせ先】 垂水市農業委員会事務局

住所：鹿児島県垂水市上町１１４番地（垂水市役所内）

電話：０９９４－３２－１２０５
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農業委員と垂水児童クラブのみなさん

耕作放棄地解消事業 地域における耕作放棄地の解消＝農地再生のモデルとして、農地の再生

作業、農作物の作付から収穫までを委員自ら取り組むとともに、地域の子供達に農業体験の機会を

提供し、農地の大切さ、農業への理解、周知を図る目的にて、市内各地域で毎年度実施しています。

令和６年度は上野台地にて、垂水児童クラブの子供達と一緒に種植えと収穫作業を行いました。

再生前の荒廃農地 再生後の農地
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　　　　　　　日頃より農業委員会の活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　　　　　　　令和６年度において、農業委員と農地利用最適化推進委員の改選が行われ、

　　　　　　新たな体制で活動を開始しております。

　　　　　　　資材や種苗等の高騰、気候変動の影響もあり、農業を取り巻く環境は厳しい

　状況が続いておりますが、地域の若手の担い手農家の皆さんや、元気な先輩農家の皆さん

　の頑張りにて、優良農地の確保、遊休農地の解消が図られてきております。

　　近年、農地の問題は、相続手続き等権利に関する相談が増えており、特に相続登記が行

　われていないことが、農地の貸し借りや処分の際の大きな支障となっております。

　　農地に関するご相談がありましたら、地域の農業委員や推進委員、事務局までお気軽に

　お問い合わせくださいますよう、よろしくお願いいたします。

  農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置が義務付けられて
 おり、市役所の組織とは異なる一定の独立性をもった行政委員会のひとつで、募集・選考
 から議会の同意までを得て市⻑が任命する「農業委員／定数10名」と、農業委員会が委嘱
 する「農地利用最適化推進委員／定数10名」にて構成されています。
  農業委員会としての業務は大きく分けて２つ、農地法等の定めに基づく農地の売買や貸
 し借り、転用申請に際して審議や議決を行うことと、担い手等への農地利用の集積・集約
 化、新規就農の促進、耕作放棄地の発生防止・解消を中心とした、農地利用の最適化推進
 を図っていくことです。

定例総会（毎月開催） 農地利用状況・意向調査
 毎月１回、農地法等に基づく農地売買、  毎年８月頃、管内全ての農地の利用
貸借、転用申請等について、担当委員に 状況を目視で調査し、遊休地化、荒廃
よる現地調査、確認を行った上で、許可 化している農地について、所有者等へ
等の審査・承認議決を行います。 への意向調査を行います。

農地の利用権の設定等の促進 ｢貸したい｣｢借りたい｣アンケート
農地の貸し借りや、あっせん等の相談、  農地の所有者や耕作者を個別に訪問
申し出を受けて、所有者と耕作者との し、農地の利用等に関する意向調査・
仲介役として支援を行います。 確認を行い、その結果を新たなマッチ

ングにつなげます。

その他の取り組み
・農地に関する様々な相談やトラブルの仲介、農家への情報提供
・農業者年金に関する相談や加入・拡大の活動
・農業新聞の加入・促進等

　１　会長あいさつ　～発刊に寄せて～

　２　農業委員会の取り組み・・・農地の管理は適切に！

葛迫巧会長
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農地の売買、贈与、貸し借り、転用等には農業委員会の許可が必要です
このような場合は、事前に農業委員会にご相談ください

◎農地の所有権移転【農地法第３条許可申請】
  農地の売買や、貸借をしたい場合には、持ち主、譲り受け人同士で、勝手に
 手続きを行うことはできません。
  農地法等の手続きにより、必要な書類の準備、手続き、調査等を経た上で、
 農業委員会における審議に諮り、許可を受ける必要があります。
  新規に農業を始める方や、初めて農地を取得される方は、営農計画書の提出
 が必須となります。
◎農地の転用【農地法第４条・第５条申請】
  農地を、住宅や工場などの建物敷地、資材置き場、駐車場、山林など、農地
 以外の用地に転換することを「農地転用」といいます。
  また、一時的に資材置き場や砂利採取場等に利用する場合は、「一時転用」
 となり、それぞれ農業委員会（規模によっては県機関）の許可を受ける必要が
 あります。
  許可を受けずに農地を転用したり、許可条件に違反した場合、事業計画どお
 りに転用がされない場合には、農地法違反となり、工事の中止、現状回復命令
 や罰則の適用があります。

農業機械の盗難被害は、３〜４月に増加傾向にあります。
被害を防ぐための対策をお願いします！
◎エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰りましょう。
◎警報機、ハンドルロック、タイヤロック等の盗難防止用品を装置しましょう。
◎田畑、農道等、人目のつく所に農業機械を放置せず、施錠できる倉庫に保管しましょう。
◎倉庫等に、防犯灯（センサー付ライト）、防犯カメラ、防犯警報機を設置しましょう。
◎倉庫シャッター前、敷地出入口等、想定される通路にトラック等の障害物を置きましょう。

盗難被害に対する備え
◎所有している農機具の車体番号や型番、特徴を記録しておきましょう。
◎農業機械の盗難等を補償する共済（自動車・農機具共済）や保険等に加入しましょう。

盗難被害に遭った場合の対応
◎速やかに最寄りの警察署等に届け出るとともに、加入している共済組合や保険に連絡し、
 農業や販売店に情報提供しましょう。

　　　農機具の盗難にご注意ください！

農地に関する様々なご相談は、お近くの農業委員、

農業委員会事務局までお気軽にお問合せください！
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  農地の売買や譲渡に際して、所有者名義が故人名義のままの場合は、手続きを進めること
 は出来ません。
  農地の貸し借りを行う際においても、相続手続きが行われていない場合は、相続人の過半
 数以上の同意を得る必要があり、手続きの大きな支障となっています。
  土地・建物等の不動産の所有者が亡くなった際に、速やかに相続手続きが行われておらず、
 所有者不明の不動産が増加していること等を受けて、令和６年４月１日より、相続登記の手
 続き申請の義務化が開始されております。
  ◎相続人は、不動産（土地・建物等）を、相続で取得したことを知った日から３年以内に、相続
   登記をすることが法律上の義務となり、法務局に申請する必要があります。
  ◎令和６年４月１日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象
   となります。（３年間の猶予期間があります）
  ◎正当な理由なく相続登記をしない場合、１０万円以下の過料が科せられる可能性があります。

鹿児島地方法務局鹿屋支局
 (電話) ０９９４−４３−６７９０

 〜農業者年⾦は下記３つの加⼊要件を満たせば、どなたでも加⼊できます〜
  要件① 国⺠年⾦の第１号被保険者（国⺠年⾦保険料納付免除者は対象外）
  要件② 年間６０日以上農業に従事（自己申告で証明書類等は不要）
  要件③ ２０歳以上６０歳未満

　農業者年金のメリット

　◎保険料は全額、社会保険料控除の対象であり、節税の効果があります

　◎通常の年金支給額に上乗せされるため、老後の生活の安心に繋がります

　◎保険料の支払額は自由に設定・変更可能（月額２万～６万７千円以内）

　◎一定の条件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります

 「全国農業新聞」は全国で発行されている週刊農業専門紙です。
 農業政策等の解説から、農業経営・技術に関する情報、暮らしや
 地域に役立つ情報を、農業者目線で捉えた農業者必見の新聞です。
 発行日：毎週金曜日・月４回発行、購読料：月額７００円
  お申し込みは地域の農業委員もしくは農業委員会事務局まで！

　５　農業者に役立つ情報いっぱいの「全国農業新聞」を購読しませんか？

　６　農業者なら誰でも入れる「農業者年金」で老後の備えと安心を！

　　　農地の相続はお済みですか～相続手続き申請が義務化されました

　　　大切な農地を守り引き継ぐためにも相続登記を行いましょう！

 相続登記の申請に関するご相談はこちらへ⇒
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